
１．事業主などが青少年の募集や採用に当たって講じるべき措置  
  
 ●青少年が適切に職業選択を行い、安定的に働くことができるように、労働条件などの明示 

  などに関する事項を遵守すること。 
  
 ●固定残業代（名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働 

      に対して定額で支払われる割増賃金）を採用する場合は、固定残業代に関する労働時間数と 

      金額等の計算方法、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、 

      休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うことなどを明示すること。 
  
 ●採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を 

  欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とされることに十分に 

  留意し、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力などを行うこと。 

      やむを得ない事情により採用内定の取消しを行う場合には、当該取消しの対象となった 

      新規学校卒業予定者の就職先の確保について最大限の努力を行うこと。 
  
 ○事業主などは、青少年雇用情報の提供に当たって、次に掲げる事項に留意すること。 
   （一）ホームページなどでの公表、会社説明会での提供又は求人票への記載などにより、青少年 

                雇用情報の全ての項目について情報提供することが望ましいこと。 

    （二）学校卒業見込者などが具体的な項目の情報提供を求めた場合には、特段の事情がない限り、 

      当該項目を情報提供することが望ましいこと。 

    （三）情報提供の求めを行った学校卒業見込者などに対して、当該求めを行ったことを理由と 

                する不利益な取扱いをしないこと。 

    （四）情報提供の求めに備え、あらかじめ提供する情報を整備しておくことが望ましいこと。 

          また、その求めがあった場合には、速やかな情報提供に努めること。 
 

●事業主は、既卒者についても、新規学校卒業予定者の採用枠に応募できるような募集条件 

   を設定するとともに、当該条件の設定に当たって、既卒者が卒業後少なくとも３年間は 

   応募できるものとするなどの措置を講じるよう努めること。 

 

青少年の雇用の促進等に関する 
  新たな指針の適用が始まりました！ 

事業主や職業紹介事業者などの皆さまへ 

新たな指針のポイント 

「青少年の雇用の促進等に関する法律」が平成27年９月18日に公布されました。   
この法律に基づき、事業主などの責務や関係者相互の連携・協力に関して、事業主
や職業紹介事業者などをはじめ、関係者が適切に対処するための指針を定めました。 

 （平成27年10月１日から適用。平成28年３月１日一部追加適用） 

～青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、 
   職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針～ 
           【平成二十七年厚生労働省告示第四百六号】 

※ この指針の適用に伴い、「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針 
   （平成十九年厚生労働省告示第二百七十五号）」は廃止しました。 

●印は平成27年10月１日適用  〇印は平成28年３月１日適用 

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク （裏面へ） 
LL280114派若01 



詳しくは、最寄りの都道府県労働局職業安定部またはハローワークまでお問い合わせください。 

※指針の全体版については、以下の厚生労働省のホームページからご覧ください。 
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html 

    

 
２．事業主が青少年の職場への定着促進のために講じるべき措置 
   ●事業主は、青少年の職場への定着を図り、その能力を有効に発揮することができるようにする 

      観点から、研修や職業訓練などを通じて、青少年の仕事に対する能力を高めるための措置を 

      講じるように努めること。 

 
３．職業紹介事業者などが青少年の雇用機会の確保や職場への定着  
  促進のために講じるべき措置 
     
        職業紹介事業者などは、次に掲げる措置を講じるよう努めるとともに、事業主などが募集に 
        当たって遵守すべき事項（固定残業代の明示など）が適切に履行されるよう、必要な措置を 
        講じること。 
  
   ●募集情報提供事業者は、募集に関する情報を提供するに当たって、次に掲げる事項に留意する 

      こと。 
    （一）青少年が適切に職業選択を行うことができるよう、就職支援サイトで提供する情報は分かり 

                 やすいものとすること、提供する情報の量を適正なものとすること、青少年の主体性を尊重 

                 したサービスの提供を行うことなどについて配慮すること。 

   （二）就職支援サイトを利用するに当たっての相談又は苦情について、利用者の視点に配慮し、 

            適切に対応すること。 

    （三）学生、生徒などを対象とした事業を行うときは、学業への影響を考慮した適正な事業運営を 

                 行うこと。 
 
 〇職業紹介事業者は、学校卒業見込者などの求人の申込みを受理する際に、求人者に青少年雇用 

    情報の提供を求めるとともに、全ての青少年雇用情報を提供するよう働きかけ、学校卒業見込

者などに対する職業紹介に活用することが望ましいこと。また、職業紹介事業者は、就職支援 

    サイトを運営する場合は、事業主の青少年雇用情報について、可能な限り全ての項目が掲載 

    されるように取り組むこと。 
  
 〇募集情報提供事業者は、自らの運営する就職支援サイトに、学校卒業見込者などの募集を行う 

    事業主の青少年雇用情報について、可能な限り全ての項目が掲載されるように取り組むこと。 
  
 〇職業紹介事業者においても、公共職業安定所における求人の不受理に準じた取組を進める    

ため、公共職業安定所が不受理とすることができる求人者からの学校卒業見込者などの求人は 

取り扱わないよう、職業紹介事業の取扱職種の範囲などの届出を行うことが望ましいこと。 

●印は平成27年10月１日適用  〇印は平成28年３月１日適用 
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